
 
 

 

男女雇用機会均等法（以下「法」という）は、労働者の募集及び採用に係る性別を理由とする差別

を禁止し、男女均等な取扱いを求めています（法第５条）。 

 また、業務上の必要性など、合理的な理由がない場合に、募集・採用において労働者の身長・体

重・体力を要件とすること、労働者の募集・採用、昇進、職種の変更をする際に、転居を伴う転勤に応

じることを要件とすることは、間接差別として禁止されています（法第７条） 

 就職活動中の学生等の求職者に対するセクシュアルハラスメントの防止のための措置についても、

令和８年１０月１日から事業主の義務となりますので、適切な対応をお願いします。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             

 

 

広島労働局 雇用環境・均等室 
              開庁時間 8時 30分～17時 15 分（土・日・祝日・年末年始を除く）  

 

 

 

① 募集・採用の対象から男女のいずれかを排除すること。 

② 募集・採用の条件を男女で異なるものとすること。 

③ 採用選考において、能力・資質の有無等を判断する方法や基準に

ついて男女で異なる取扱いをすること。 

④ 募集・採用に当たって男女のいずれかを優先すること。 

⑤ 求人の内容や説明等情報の提供について、男女で異なる取扱いを

すること。 

違法 

⑥ 募集・採用に当たって、労働者の身長、体重または体力を要件とす

ること。 

⑦ 労働者の募集・採用に当たって、転居を伴う転勤に応じることができ

ることを要件とすること。 

 

 

 
今年は１０名新規採用する、今年は男性を多く採りたいので、男性７名、女性３名採用する。 

 
男女の構成比を考慮して、男性（女性）の選考基準を女性（男性）よりも厳しくする。 

 

〒730-8538 広島市中区上八丁堀６番３０号 広島合同庁舎第２号館５階 

電話番号 ０８２－２２１－９２４７ 

 お問い合わせ先 

合理的な理由が

ない場合 

違法 



 



 



 

 


